
２
０
２
４
年
４
月
「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
５
条
の
３
に
基

づ
く
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
計
画

認
定
に
関
す
る
事
務
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

閲
覧
サ
イ
ト
」
に
お
け
る
公
開

項
目
が
拡
充
さ
れ
、
本
年
７
月

10
日
迄
に
埼
玉
県
内
で
認
定
さ

れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
59
あ
り
ま

す
。
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
を
認
定

順
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

１

西
武
小
手
指
ハ
イ
ツ
Ｓ

２

ア
ド
バ
ン
ス
新
所
沢

３

グ
レ
ー
シ
ア
タ
ワ
ー
ズ
所
沢

４

レ
ジ
ェ
ン
ド
く
す
の
き
台

５

ジ
ェ
イ
パ
レ
ス
小
手
指

６

コ
ス
モ
新
所
沢
公
園
通
り

７

ソ
フ
ィ
ア
所
沢

８

朝
日
パ
リ
オ
浦
和
辻

９

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
浦
和
常
盤

パ
ー
ク
サ
イ
ド
ア
ベ
ニ
ュ
ー

10

大
宮
中
央
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

11

イ
ン
プ
レ
ス
ト
所
沢

12

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
浦
和
常
盤

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
プ
レ
ミ
ア

13

浦
和
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

レ
ジ
デ
ン
ス
コ
ー
ト

14

浦
和
常
盤
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

15

戸
田
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

16

コ
ス
モ
川
口
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ォ
ル
ム

17

ラ
イ
オ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
西
所
沢

18

ザ
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
大
宮
ウ
ェ

リ
ス
レ
ジ
デ
ン
ス

19

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ブ
小
手
指

20

コ
ス
モ
蕨
南

21

大
宮
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
シ

テ
ィ
コ
ー
ト

22

川
越
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

23

所
沢
緑
町
ガ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス

24

コ
ス
モ
川
越
リ
ヴ
レ
ー
ヌ

25

B
r
i
l
l
i
a

（
ブ
リ
リ
ア
）
草
加

26

モ
ア
・
ス
テ
ー
ジ
南
浦
和
ヴ
ィ

ラ
ー
レ

27

プ
ラ
ウ
ド
所
沢
寿
町

28

コ
ス
モ
ガ
ー
デ
ン
ズ
ふ
じ
み
野

29

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
浦
和

ミ
ッ

ド
レ
ジ
デ
ン
ス

30

オ
ハ
ナ
ふ
じ
み
野
上
野
台
ブ

ロ
ッ
サ
ム

31

セ
ラ
ー
ド
川
越

32

パ
テ
ラ
ス
ク
エ
ア
上
福
岡

33

コ
ス
モ
戸
田
公
園
ア
ネ
ッ
ク
ス

34

コ
ス
モ
東
大
宮
コ
ー
ト
ベ
ー
ル

35

上
福
岡
グ
ロ
リ
ア
ハ
イ
ツ

36

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
浦
和
常
盤

十
丁
目

37

コ
ス
モ
大
宮
大
成

38

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
南
浦
和

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
フ
ォ
ー
ト

39

武
蔵
浦
和
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

ウ
エ
ス
ト
コ
ー
ト－

40

ア
ー
ベ
イ
ン
ふ
じ
み
野
Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｔ
２
１

41

ベ
ル
ハ
イ
ツ
第
２
蕨

42

ヴ
ィ
ル
セ
ゾ
ン
小
手
指

43

ク
レ
ド
新
所
沢

44

浦
和
西
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

45

プ
ラ
ウ
ド
さ
い
た
ま
新
都
心

46

プ
ラ
ウ
ド
宮
原
ガ
ー
デ
ニ
ア

47

ス
ト
ー
ク
マ
ン
シ
ョ
ン
南
浦
和

48

ソ
ラ
イ
エ
谷
塚

49

草
加
パ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
ズ

50

イ
ニ
シ
ア
所
沢

51

イ
ニ
シ
ア
大
宮
宮
原
サ
ザ
ン

フ
ォ
ー
ト

52

小
手
指
ハ
イ
ツ
R
棟

53

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ブ
鶴
瀬

54

ユ
ニ
ー
ブ
ル
東
浦
和
フ
ァ
イ

ン
プ
レ
イ
ス

55

チ
サ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
川
越

56

コ
ス
モ
若
葉
ナ
チ
ュ
ー
ル

57

ソ
ラ
イ
エ
シ
テ
ィ

ザ
・
パ
ー

ク
／
ザ
・
ガ
ー
デ
ン

58

ソ
ラ
イ
エ
草
加
松
原

59

プ
レ
ミ
ス
ト
大
宮
Ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｉ

ｎ
ａ
ｌ

Ｍ
ａ
ｒ
ｋ
ｓ

令
和
６
年
７
月
19
日
現
在

（
公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
セ
ン
タ
ー
「
管
理
計
画
認
定
マ
ン

シ
ョ
ン
閲
覧
サ
イ
ト
」
よ
り
）

〇
各
自
治
体
行
政
の
認
定
件
数
は

次
の
通
り
で
す
。

さ
い
た
ま
市

22
件

所
沢

16
件

ふ
じ
み
野

５
件

川
越

４
件

草
加

４
件

蕨

３
件

戸
田

２
件

川
口

１
件

鶴
ヶ
島

１
件

三
芳
町

１
件

〇
行
政
の
「
認
定
」
を
受
け
る

た
め
に
は
「
事
前
確
認
申
請
」

が
必
要
で
す
。

当
会
は
、
管
理
組
合
支
援
団
体

法
人
と
し
て
、
「
事
前
確
認
申

請
」
の
手
続
き
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

1

改正マンション管理適正化法
「管理計画認定制度」発足から2年
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大
規
模
修
繕
工
事
が
終
わ
っ

た
後
、
こ
の
時
点
で
次
の

大
規
模
修
繕
を
見
据
え
た

段
取
り
を
考
え
、
長
期
修

繕
計
画
見
直
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

〇

基
本
事
項

１
大
規
模
修
繕
で
実
施
し
た

工
事
内
容
と
工
事
実
績
直

後
の
修
繕
積
立
金
総
額
の

確
認

２
現
行
の
長
期
修
繕
計
画
の

妥
当
性
や
見
直
し
の
必
要

性
を
検
討

大
規
模
修
繕
直
後
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
が
蘇
っ
た
様
に
思

わ
れ
ま
す
が
、
建
物
の
資
産

価
値
を
維
持
保
全
を
す
る
た

め
に
は
、
経
年
サ
イ
ク
ル
に

よ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要

で
す
。

そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め

に
、
改
修
工
事
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

大
規
模
修
繕
直
後
は
、
建
物

の
総
体
的
な
把
握
が
出
来
て

い
る
状
況
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
ま
で
の
工
事
内
容
把
握

と
、
先
送
り
し
た
工
事
が

あ
れ
ば
、
そ
の
対
応
に
向

け
、
工
期
計
画
と
予
算
確

保
に
向
け
整
理
し
て
お
け

ば
工
事
予
定
の
目
安
と
な

る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
の
国
土
交
通
省

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
「
大
規
模

修
繕
（
周
期
12
年
程
度
）
」

と
記
載
が
あ
り
、
こ
の
記
載

を
根
拠
と
し
て
、
多
く
の
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
長
期
修
繕

計
画
が
「
12
年
ご
と
に
行
う

も
の
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

し
か
し
、

令
和
３
年
９
月

国
土
交
通
省
が
作
成
す
る

「
長
期
修
繕
計
画
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
の
改
定
が
あ
り
、

「
２
回
の
大
規
模
修
繕
工
事

を
含
む
30
年
以
上
」
と
の
見

直
し
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
修
繕
周
期
を

12
年→

18
年
に
変
え
る
管
理

会
社
も
出
て
来
て
い
ま
す
。

修
繕
周
期
を
延
ば
す
一
番
の

メ
リ
ッ
ト
は
、
ト
ー
タ
ル
の

工
事
回
数
を
減
ら
せ
る
こ
と

で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
大
規
模
修
繕
工

事
の
時
期
が
来
ま
し
た
。
と

提
案
さ
れ
た
場
合
、
本
当
に

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
下
に
あ
る
の
か
、
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

〇
予
算
の
収
支
計
画

予
算
準
拠
主
義
に
よ
る
、

組
合
会
計
は
、
期
首
に
組
ま

れ
た
「
修
繕
積
立
金
予
算
額
」

が
将
来
の
建
物
の
改
修
等
に

重
要
な
資
金
と
な
り
ま
す
。

長
期
修
繕
計
画
は
５
年
ご
と

の
見
直
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

物
価
や
人
件
費
の
値
上
が
り

を
も
考
慮
し
、
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
を
し
っ
か
り
と
構
築
し
て

行
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

2

長
期
修
繕
計
画に

つ
い
て

長
期
修
繕
計
画
作
成

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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高
経
年
化
マ
ン
シ
ョ
ン
が

急
増
す
る
中
、
専
有
部
分

所
有
者
不
明
等
に
よ
る
合

意
形
成
の
困
難
も
あ
り
、

「
区
分
建
物
」
の
再
生
の

円
滑
化
を
図
る
事
が
難
し

い
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
行
区
分
所
有
法
62
条

１
項
は
、
区
分
所
有
者
数

及
び
議
決
権
総
数
の
各
５

分
の
４
以
上
の
賛
成
可
決

と
し
て
い
ま
す
。
国
土
交

通
省
の
令
和
５
年
マ
ン
シ
ョ

ン
総
合
調
査
に
よ
れ
ば
、

１
９
８
４
年
以
前
の
竣
工

物
件
で
は
、
70
歳
以
上
の

居
住
者
が
55
・
９
％
を
占

め
た
。
現
在
居
住
す
る
マ

ン
シ
ョ
ン
へ
の
永
住
意
識

で
は
、
年
齢
に
関
係
な
く

永
住
希
望
が
60
・
４
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

今
住
ん
で
い
る
建
物
を

ど
う
す
る
か
と
い
う
希
薄
の

多
い
組
合
で
あ
れ
ば
、
法
律

の
み
要
件
緩
和
し
て
も
、

笛
吹
け
ど
踊
ら
ず
で
、
建

替
え
は
進
ま
な
い
で
し
ょ

う
。

現
状
で
は
、
法
改
正
し
て

も
、
先
立
つ
資
金
の
捻
出

を
ど
う
す
る
か
で
、
頓
挫
し

て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の

が
現
状
で
す
。
国
が
、
建
替

え
の
メ
リ
ッ
ト
を
提
示
し
、

建
替
え
費
用
の
補
助
金
、
引
っ

越
し
先
費
用
、
家
賃
補
助
も
、

手
当
を
し
て
あ
げ
な
け
ら
ば
、

廃
墟
予
備
軍
マ
ン
シ
ョ
ン
は

減
少
傾
向
に
は
向
か
う
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。

3
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の
新
制
度

管
理
不
全
是
正
対
策



国
土
交
通
省
住
宅
局
参
事
官

マ
ン
シ
ョ
ン
・
賃
貸
住
宅
担
当
付

１

居
住
者
名
簿
の
作
成
、

更
新

区
分
所
有
者
の
住
所
、
連

絡
先
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

の
届
け
出
、
ま
た
、
設
備
点

検
時
や
漏
水
事
故
発
生
時
等
、

専
有
部
分
へ
の
立
ち
入
り
の

観
点
か
ら
、
賃
貸
化
さ
れ
た

住
居
に
居
住
す
る
方
を
含
む

「
居
住
者
名
簿
」
の
作
成
、

更
新
に
関
す
る
規
定
を
追
加

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

２

所
在
不
明
区
分
所
有
者

の
探
索
と
費
用
負
担

区
分
所
有
者
が
、
住
所
、

連
絡
先
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
、
届
け
出
を
行
わ
な
か
っ

た
た
た
め
に
所
在
な
ど
が
不

明
と
な
り
、
管
理
費
、
修
繕

積
立
金
の
請
求
が
出
来
な
く

な
っ
た
な
ど
、
敷
地
、
共
用

部
分
の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ

し
、
ま
た
は
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
は
、
理
事
長

は
、
理
事
会
の
決
議
を
当
該

区
分
所
有
者
の
所
在
な
ど
を

探
索
が
で
き
る
こ
と
も
規
定

す
る
。
探
索
に
要
し
た
費
用

を
当
該
区
分
所
有
者
に
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

３

修
繕
積
立
金
の
管
理
情

報
の
共
有

修
繕
工
事
に
は
多
額
の
費

用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
将

来
予
想
さ
れ
る
修
繕
工
事
を

盛
り
込
ん
だ
長
期
修
繕
計
画

を
策
定
し
、
修
繕
積
立
金
を

計
画
的
に
積
み
立
て
る
と
と

も
に
、
積
立
て
状
況
等
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
状
況
を
十
分
に

把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

管
理
組
合
総
会
に
お
い
て
、

長
期
修
繕
計
画
の
積
立
予
定

額
と
現
時
点
で
の
修
繕
積
立

金
の
積
立
額
の
差
を
明
示
す

る
こ
と
。

段
階
増
額
積
立
金
の
変
更

時
期
、
変
更
予
定
額
等
を
説

明
す
る
こ
と
を
盛
り
込
む
事

と
し
て
い
ま
す
。

既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
予

定
者
に
と
っ
て
、
修
繕
積
立

金
の
変
更
時
期
や
変
更
予
定

額
等
は
、
売
買
に
あ
た
っ
て

の
重
要
な
情
報
に
な
る
こ
と

か
ら
、
購
入
予
定
者
へ
の
管

理
情
報
提
供
項
目
に
も
、
変

更
予
定
時
期
や
変
更
予
定
額

を
盛
り
込
む
事
と
し
て
い
ま

す
。

４

E
V
用
充
電
設
備
の
設

置
推
進

令
和
5
年
6
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
規
制
改
革
実
施

計
画
」
に
お
い
て
、
E
V
用

充
電
設
備
の
設
置
に
関
し
、

充
実
化
さ
せ
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

E
V
充
電
設
備
を
設
置
す
る

際
に
は
、
使
用
上
の
ル
ー
ル

や
費
用
負
担
を
予
め
定
め
て

お
き
、
設
置
工
事
を
行
う
際

の
決
議
要
件
に
つ
い
て
、
コ

メ
ン
ト
に
盛
り
込
む
事
と
し

て
い
ま
す
。

５

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
設
置

宅
配
便
の
再
配
達
を
削
減

す
る
た
め
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の

設
置
を
推
進
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

物
流
革
新
に
向
け
た
「
置
き

配
」
に
関
す
る
「
使
用
細
則
」

定
め
る
こ
と
も
纏
め
ま
し
た
。

６

I
T
を
活
用
し
た
監
査

管
理
組
合
の
監
事
が
業
務

の
執
行
状
況
、
財
産
の
状
況

の
監
査
を
行
う
際
、
遠
隔
地

か
ら
、
W
E
B
を
活
用
し
た

形
で
実
施
す
る
こ
と
を
盛
り

込
み
ま
し
た
。

4

マ
ン
シ
ョ
ン
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理
規
約

の
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埼
玉
県
東
武

を
経
済
、
産
業
、

文
化
、
教
育
を

率
先
牽
引
し
て

行
く
と
言
う
、

中
核
市

越
谷

市
が
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
分
野
に

お
い
て
、
竣
工

時
、
専
有
部
分

で
あ
る
「
集
会

室
」
を
分
譲
前

に
業
者
よ
り
、

無
償
取
得
し
、

管
理
費
・
修
繕

積
立
金
を
一
切

支
払
っ
て
い
な

い
区
分
建
物
が

45
ヵ
所
あ
る
こ

と
が
、
６
月
市

議
会
で
取
り
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

一
般
質
問
に
立
っ

た
議
員
（
浅
古

高
志
氏
・
越
谷

刷
新
ク
ラ
ブ
）

は
、
「
集
会
室
」

は
建
物
内
に
組

成
さ
れ
て
い
る

「
自
治
会
」
に

無
償
貸
与
さ
れ
て
い
る
が
、

中
に
は
、
自
治
会
も
組
成
さ

れ
て
い
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
も

あ
る
。

建
物
は
竣
工
か
ら
20
年
以

上
経
過
し
て
お
り
、
少
子
高

齢
化
社
会
の
中
で
、
二
つ
の

老
い
に
直
面
し
て
い
る
。

建
物
内
に
組
成
さ
れ
て
い

る
「
自
治
会

」
に
は
役
員
の

成
り
手
が
い
な
い
。
解
散
し

た
い
。
越
谷
市
と
の
「
集
会

室
」
の
「
無
償
賃
貸
借
契
約

を
解
消
し
た
い
。
」
と
の
意

向
の
あ
る
自
治
会
も
あ
る
。

専
有
部
分
の
「
集
会
室
」

の
所
有
者
「
越
谷
市
」
は
共

用
部
分
の
管
理
費
・
修
繕
積

立
金
は
、
竣
工
時
か
ら
一
銭

も
支
払
っ
て
い
な
い
。

将
来
、
区
分
建
物
が
「
取
り

壊
し
」
「
解
体
」
等
の
問
題

が
起
こ
っ
た
ら
。
越
谷
市
と

し
て
も
、
「
所
有
者
責
任
」

が
あ
り
、
費
用
は
負
担
せ
ざ

る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

今
後
は
、
総
会
等
に
積
極

的
に
出
席
し
て
、
「
集
会
室
」

を
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
活
用
し
て
行

く
べ
き
で
あ
る
。

管
理
費
、
修
繕
積
立
金
は
、

「
所
有
者
責
任
」
と
し
て
、

管
理
組
合
に
納
入
す
る
方
針

を
採
っ
た
ら
ど
う
か
、
と
越

谷
市
長
へ
の
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

〇
答
弁

福
田
晃
越
谷
市
長

越
谷
市
が
所
有
す
る
「
マ

ン
シ
ョ
ン
集
会
室
」
の
問
題

で
す
が
、
昭
和
49
年
～
平
成

15
年
９
月
迄
、
「
越
谷
市
開

発
指
導
要
綱
」
及
び
「
越
谷

市
街
の
整
備
に
関
す
る
条
例
」

に
基
づ
き
「
一
団
で
50
戸
以

上
」
の
住
宅
を
建
築
す
る
場

合
に
は
「
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
形
成
」
を
推
進
す
る
た

め
に
「
集
会
室
」
は
、

越
谷
市
へ
寄
付
す
る
様
、

求
め
て
来
た
経
緯
が
あ

る
。
集
会
室
は
無
償
で

「
自
治
会
」
に
貸
出
し

て
い
る
。
今
後
、
マ
ン

シ
ョ
ン
区
分
所
有
者
へ

「
共
用
部
分
」
と
し
て

お
返
し
し
た
い
。

こ
の
問
題
は
同
議
員
よ

り
、
２
年
前
に
も
、
質

問
が
あ
っ
た
が
、
各
部

署
に
横
断
的
に

取
り
組

む
よ
う
指
示
し
て
い
る

が
、
な
か
な
か
難
し
い

問
題
で
、
同
建
物
の
区

分
所
有
者
の
共
有
持
分

割
合
の
変
更
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
手
続
き
す
ら
未
だ
解
決

策
を
見
出
せ
て
い
な
い
。
と

の
答
弁
で
あ
っ
た
。

同
議
員
は
、
再
質
問
を
行
い
、

そ
れ
で
は
、
前
に
進
ま
な
い
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権

を
越
谷
市
が
保
有
し
て
い
る

こ
と
。
「
集
会
室
」
の
無
償

譲
渡
を
受
け
、
所
有
し
て
お

き
な
が
ら
、
法
的
義
務
は
果

た
さ
な
い
ま
ま
返
し
た
い
。

本
来
の
姿
に
戻
し
た
い
と
い

う
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
。

〇
行
財
政
部
長
の
答
弁

「
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
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済
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す
る
法
律
」
が
あ
り
、
次
の

様
な
条
文
が
あ
る
。

第
３
条
「
区
分
所
有
者
は
、

全
員
で
、
建
物
並
び
に
そ
の

敷
地
及
び
附
属
施
設
の
管
理

を
行
う
た
め
の
団
体
を
構
成

す
る
。
」

第
６
条

「
区
分
所
有
者
は
、

建
物
の
保
存
に
有
害
な
行
為

そ
の
他
建
物
の
管
理
又
は
使

用
に
関
し
区
分
所
有
者
の
共

同
の
利
益
に
反
す
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。
」

第
19
条

各
共
有
者
は
、

「
そ
の
持
分
に
応
じ
て
、
共

用
部
分
の
負
担
に
任
じ
る
。
」

こ
の
条
文
か
ら
す
る
と
、
区

分
所
有
法
に
よ
り
、
管
理
費
、

修
繕
積
立
金
を
負
担
す
る
べ

き
と
考
え
ら
れ
る
。
」

〇
浅
古
議
員

「
こ
れ
に
関
し
、
ど
の
様
に

考
え
る
か
？

建
物
が
こ
の
ま
ま
、
管
理
不

全
に
陥
っ
た
場
合
、
越
谷
市

の
法
的
責
任
は
ど
う
取
る
の

か

？
」

〇
行
財
政
部
長
の
答
弁

越
谷
市
は
管
理
費
、
修
繕

積
立
金
を
区
分
所
有
者
と
し

て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
「
規
約
」
に
よ
り
免

責
さ
れ
て
い
る
。
「
実
態
的

な
所
有
権
は
無
い
と
考
え
ら

れ
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、

区
分
所
有
法
に
よ
り
、
「
負

担
義
務
は
市
に
あ
る
と
さ
れ

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
」

〇
浅
古
議
員

「
許
可
権
者
の
立
場
に
あ
り

な
が
ら
、
法
的
義
務
を
果
た

さ
な
い
で
、
法
律
上
の
責
任

は
回
避
出
来
な
い
。

管
理
適
正
化
法
に
創
設
さ
れ

た
「
管
理
計
画
認
定
制
度
」

を
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
、

一
緒
に
、
認
定
申
請
手
続
き

を
採
っ
た
ら
ど
う
か
、
越
谷

市
有
形
固
定
資
産
と
し
て

「
資
産
価
値
」
を
高
め
る
方

法
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
」

〇
福
田
市
長
答
弁

第
一
に
「
越
谷
市
の
考
え

は
管
理
組
合
に
返
し
た
い
、

そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
色
々

な
策
を
考
え
て
先
進
的
な
取

り
組
み
を
検
討
し
て
行
き
た

い
。
」
と
の
答
弁
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
般
質
問
は
、
本
年

６
月
の
越
谷
市
議
会
議
会
に

お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
議
会
の
質
問
は
越
谷
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
（
越
谷
市
議

会
中
継
シ
ス
テ
ム→

ラ
イ
ブ

中
継
配
信
一
覧→

本
会
議
録

画
配
信→

令
和
６
年
定
例
会

→

６
月
11
日
（
本
会
議
（
一

般
質
問
）
）
浅
古
高
志
議
員
、

→

１
越
谷
市
が
所
有
す
る
マ

ン
シ
ョ
ン
集
会
室
に
つ
い
て
）

区
分
所
有
法
第
１
条
、
に
は
、

「
一
棟
の
建
物
に
構
造
上
区

分
さ
れ
た
数
個
の
部
分
で
独

立
し
て
住
居
、
店
舗
、
事
務

所
」
と
あ
り
ま
す
。

「
越
谷
市
の
整
備
に
関
す
る

条
例
第
44
条
に
「
開
発
者
は

一
団
で
50
戸
以
上
の
住
宅
を

建
築
す
る
場
合
は
、
」
と
あ

り
ま
す
。

〇
建
築
基
準
法
第
86
条
で
は
、

「
一
つ
の
敷
地
に
２
以
上
の

も
の
が
一
団
地
を
形
成
し
て

る
場
合
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

施
行
規
則
６
条
の
２
第
２
号

に
は
、
10
区
画
以
上
の
一
団

の
宅
地
又
は
10
戸
以
上
の
一

団
の
建
物]

と
あ
り
ま
す
。

6
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理
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画
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け
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整
理
が
必
要
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不
動
産
登
記
法
第
44
条
に
は
、

（
建
物
の
表
示
に
関
す
る
登

記
の
登
記
事
項
）
に
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
は
一
棟
の
建
物
を

主
体
と
し
て
公
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
区
分
所
有
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

区
分
所
有
者
の
有
す
る
専
有

部
分
と
分
離
し
て
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以

下
「
敷
地
権
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敷
地

権
と
の
分
割
処
分
は
同
法
令

に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

越
谷
市
所
有
の
「
集
会
室
」

は
不
動
産
登
記
法
に
よ
り

「
所
有
権
保
存
」
登
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
明
確
に
越
谷
市

所
有
と
言
う
事
が
出
来
ま
す
。

〇
下
記
の
表
１
・
２
・
３
を

指
す
も
の
が
一
団
と
な
り
ま

す
。建

物
共
用
部
分
を
維
持
管

理
す
る
の
は
、
区
分
所
有
者

全
員
で
す
。
越
谷
市
は
「
集

会
室
」
の
所
有
者
で
あ
る
以

上
、
共
有
部
分
の
維
持
管
理
、

保
全
の
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

管
理
組
合
は
民
法
上
の
権
利

能
力
な
き
社
団
と
な
っ
て
い

ま
す
。
以
下
の
条
件
を
満
た

し
た
も
の
が
該
当
し
ま
す
。

（
１
）
共
同
の
目
的
の
た
め

に
結
集
し
た
人
的
結
合

体
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
団
体
と
し
て
の
組
織

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
そ
こ
に
は
多
数
決
の

原
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
４
）
構
成
員
の
変
更
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
団
体
そ
の

も
の
が
存
続
す
る
。

（
５
）
そ
の
組
織
に
よ
っ
て
、

代
表
の
方
法
、
組
合
の
運

営
、
財
産
の
管
理
そ
の
他

団
体
と
し
て
主
要
な
点
が

確
定
し
て
い
る
も
の
。

（
昭
和

39
年

10
月

15
日

高
裁
判
例
）
と
あ
り
ま
す
。

組
合
財
産
は
、
構
成
員
全
員

が
総
有
的
に
帰
属
す
る
事
に

な
り
ま
す
。

〇
越
谷
市
は
「
集
会
室
」
の

区
分
所
有
者
で
あ
る
の
で
、

管
理
組
合
の
「
構
成
員
」
と

な
り
ま
す
。
組
合
に
集
会
室

を
返
せ
ず
、
こ
の
ま
ま
区
分

所
有
し
て
い
る
場
合
、
建
物

が
存
続
し
て
い
る
限
り
、
建

物
共
用
部
分
を
維
持
管
理
す

る
責
任
が
法
的
に
生
じ
て
い

ま
す
。
専
有
部
分
持
ち
分
割

合
に
応
じ
て
、
共
用
部
分
の

負
担
責
任
が
発
生
し
ま
す
。

「
集
会
室
」
が
、
所
有
権
保

存
登
記
さ
れ
て
い
る
以
上
越

谷
市
に
共
用
部
分
の
管
理
費
、

修
繕
積
立
金
の
支
払
い
義
務

（
区
分
所
有
法
19
条
）
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

「
規
約
」
に
「
越
谷
市
に
負

担
な
し
」
の
条
項
が
あ
る
場

合
、
総
会
で
特
別
決
議
に
よ

り
、
当
該
条
項
の
削
除
を
可

決
す
れ
ば
、
越
谷
市
も
当
然

区
分
所
有
者
と
し
て
管
理
費

等
の
支
払
い
義
務
が
生
じ
る

事
に
な
り
ま
す
。

予
算
準
拠
主
義
の
管
理
組

合
に
取
り
、
月
々
の
増
収
が

見
込
め
、
将
来
的
な
「
計
画

修
繕
」
に
向
け
、
ス
ト
ッ
ク

資
産
に
効
率
的
な

効
果
が
期

待
で
き
る
で
し
ょ
う
。

同
議
員
は
、
資
産
価
値
と

し
て
の
評
価
を
高
め
る
た
め
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

に
よ
る
、
「
管
理
計
画
認
定

制
度
」
に
取
り
組
め
る
か
検

討
す
る
様
提
案
し
て
い
ま
す
。

越
谷
市
が
、
管
理
組
合
の

一
員
と
し
て
、
集
会
室
の
維

持
管
理
に
積
極
的
に
関
与
す

る
先
進
的
な
取
組
み
へ
の
期

待
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

7
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朝
霞
市
（
あ
さ
か
し
）
は
、

埼
玉
県
の
南
西
部
に
位
置
す

る
市
で
あ
り
、
人
口
14
万
５

千
人
で
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
ス
ト
ッ
ク
戸
数

は
約
一
万
６
千
戸
あ
り
マ
ン

シ
ョ
ン
化
比
率
23
・
74
％
と

高
く
、
県
内
に
お
い
て
は
、

志
木
、
和
光
、
戸
田
に
次
ぐ

第
四
位
の
比
率
で
す
。

公
共
交
通
機
関
も
、
朝
霞

市
に
は
東
武
東
上
線
の
朝
霞

駅
、
朝
霞
台
駅
、
J
R
武
蔵

野
線
の
北
朝
霞
駅
が
あ
り
ま

す
。

東
武
東
上
線
は
、
東
京
メ
ト

ロ
有
楽
町
線
、
副
都
心
線
、

東
急
東
横
線
、
横
浜
高
速
鉄

道
み
な
と
み
ら
い
線
及
び
相

鉄
線
と
の
相
互
直
通
運
転
を

行
っ
て
お
り
、
東
京
都
心
の

み
な
ら
ず
、
横
浜
方
面
や
神

奈
川
県
央
地
域
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
容
易
と
な
っ
て
い
ま
す
。

道
路
交
通
で
は
、
東
京
外
観

自
動
車
道
和
光
I
C
が
直
ぐ

近
く
に
あ
り
、
高
速
道
の
ア

ク
セ
ス
も
良
い
処
で
す
。
ま

た
国
道
２
５
４
号
線
バ
イ
パ

ス
も
外
環
道
の
下
を
走
り
、

交
通
網
も
発
展
し
て
い
ま
す
。

〇

シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル

環
境
と
人
に
や
さ
し
い
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
向

け
、
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
実

証
実
験
を
平
成
31
年
１
月
か

ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

公
共
施
設
や
コ
ン
ビ
ニ
ア
な

ど
の
施
設
に
サ
イ
ク
ル
ポ
ー

ト
が
設
置
さ
れ
、
手
軽
な
移

動
手
段
と
し
て
認
知
さ
れ
は

じ
め
て
い
ま
す
。

〇
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地

陸
上
総
体
司
令
部
、
東
部

方
面
総
監
部
が
駐
屯
す
る
駐

屯
地
で
す
。

東
部
方
面
総
監
部
幕
僚
長
が

兼
務
、
陸
上
自
衛
隊
広
報
セ

ン
タ
ー
が
所
在
し
て
い
ま
す
。

練
馬
区
に
一
部
所
在
し
て
お

り
、
こ
こ
に
重
要
施
設
が
あ

る
た
め
、
住
所
は
練
馬
区
大

泉
学
園
町
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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我
が
街
紹
介朝

霞
市

QRコードから

埼管ネットWEB

サイトの賛助会

員さんのページ

にリンクします。

「
管
理
計
画
認
定
制
度
」

税
制
優
遇
制
度
は
、
管
理
組

合
に
と
っ
て
、
メ
リ
ッ
ト
は

少
な
く
関
心
を
牽
く
も
の
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
認
定
申
請
は
、

管
理
組
合
が
行
う
も
の
で
あ

り
、
個
々
の
区
分
所
有
者
が

申
請
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
税
制
優
遇
の
措
置

は
区
分
所
有
者
が
対
象
と
な
っ

て
い
ま
す
。

筆
者
は
本
制
度
の
普
及
を

図
る
た
め
国
交
省
へ
、
震
災

に
関
し
て
の
補
助
金
交
付
の

提
言
を
し
て
い
ま
す
。

人

気
の
な
い
税
制
優
遇
措
置
は

取
り
止
め
、
「
認
定
」
を
受

け
た
管
理
組
合
へ
、
消
防
訓

練
兼
防
災
訓
練
を
実
施
し
た

場
合
、
管
理
組
合
運
営
補
助

金
と
し
て
、
一
戸
千
円
で
も

良
い
か
ら
、
自
治
体
を
通
じ

て
、
交
付
し
た
ら
ど
う
か
、

予
算
は
、
自
治
体
に
補
助
事

業
と
し
て
交
付
し
て
い
る
実

態
調
査
予
算
枠
を
転
用
し
、

熱
心
に
組
合
活
動
に
働
く
管

理
組
合
に
交
付
す
べ
き
と
意

見
提
言
を
し
ま
し
た
。

編

集

後

記




